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（参考１） 秘密情報の取扱いに関する条文等（抜粋）

（対応化学物質分類名への変更）

第六条 第一種指定化学物質等取扱事業者は、前条第二項の規定による届出に係る第一

種指定化学物質の使用その他の取扱いに関する情報が秘密として管理されている生産

方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものに該

当するものであるとして、当該第一種指定化学物質の名称に代えて、当該第一種指定

化学物質の属する分類のうち主務省令で定める分類の名称（以下「対応化学物質分類

名」という ）をもって次条第一項の規定による通知を行うよう主務大臣に請求を行う。

ことができる。

２ 第一種指定化学物質等取扱事業者は、前項の請求を行うときは、前条第二項の規定

による届出と併せて、主務省令で定めるところにより、その理由を付して行わなけれ

ばならない。

（届出事項の通知等）

第七条 主務大臣は、第五条第二項の規定による届出があったときは、遅滞なく、当該

届出に係る事項を経済産業大臣及び環境大臣に通知するものとする。ただし、当該届

出に係る事項のうち第一種指定化学物質の名称について前条第一項の請求があったと

きは、当該第一種指定化学物質の名称については、対応化学物質分類名をもって通知

するものとする。

２ 主務大臣は、前条第五項（同条第九項において準用する場合を含む。以下この項に

おいて同じ ）の決定をしたときは、当該決定に係る第一種指定化学物質の名称を経済。

。産業大臣及び環境大臣並びに当該決定に係る関係都道府県知事に通知するものとする

この場合において、当該通知は、同条第五項の規定による第一種指定化学物質等取扱

事業者への通知の日から二週間を経過した日以後速やかに行うものとする。

○法制定時の国会附帯決議（平成１１年７月）

・ 営業秘密の審査に当たっては、法律の趣旨に照らし、厳格かつ公正に行うこと 」「 。

（衆議院 商工委員会付帯決議）

・ 営業秘密の審査に当たっては、諸外国の実情等を勘案し、厳正かつ公正に行うとと「

もに、環境庁長官又は都道府県の説明要求に対しては、事業を所管する主務大臣は十

分納得できる説明を行うこと （参議院 国土・環境委員会付帯決議）。」

○不正競争防止法（抄）

第２条 （定義）

４ この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方

法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていない

ものをいう。


